
「城北自治連（町内会長会）だより」のお知らせ

城北地区自治連合会は、地域の21の町内会長によって構成され、住民の皆様の暮ら
しをより良くするために活動を行っています。行政からの重要なお知らせを各町内に伝達
し、地域の課題について協議しながら行政への要望をまとめるなど、住民と行政の橋渡し
役を担っています。

このたび、地域の皆様に、より分かりやすく情報をお伝えし、連携
を深めるために「城北自治連（町内会長会）だより」を始めること
にしました。今後、不定期ではありますが、自治連合会の取り組み
や地域の重要な情報をお届けし住民の皆様と共により良い街づくりを進めてまいります。

立場のちがう誰もに“いいね１」と言ってもらえるような、安心・安全で賑わいがあって、
住んでよかったと実感できる城北の街づくりへの、皆様のご理解とご協力をお願いいたし
ます。

【お知らせ 朗報！！】
『防犯機器購入補助金』
市内に居住する60歳以上

の方、または60歳未満の同
一世帯対象 ※一世帯一回限り
◎カメラ付きドアホン
◎防犯カメラ
◎センサーライト
◎防犯機能付き電話機
補助金の申請受付期間は

令和7年5月7日から令和8
年1月30日までですが、予
算額に達した場合は早期終
了となります。
補助対象経費は15,000円
が上限額です。 ＊詳細や申請方法
は、鳥取市の公式サイト をご確認ください。

【地区要望：城北地区提出期限：令和7年７月1８日（金）】
地域（町内）の課題、問題点など（特にハード整備）につい

て、各地域（町内会）の要望を地区で取りまとめ、市に提出し
ています。市は、現地確認を行い実施の可否を検討し、その結

果について自治連合会に回答しています。地域からの要望は原則この制度によることと
なります。地域（町内会）で十分ご検討のうえ、地域の総意をもって提出してください。
■城北地区として提出：令和7年７月1８日（金）までに城北公民館に提出ください。
■市は町内会単位では受け付けていません。
■継続案件を重複して要望しないでください。

2025/6/13
１号

城北地区自治連合会
事務局：城北地区公民館

第２回 町内会長会（６月１２日）
【主な協議事項】
(１)鳥取市等からの報告および連絡事項等
①鳥取県護国神社 神社維持費の協力について(お願い)
②会費納入と広報紙の配布について(市社会福祉協議会）
③共同募金(戸別募金)のお願いについて
④鳥取地区保護観察協会会員について(お願い)
⑤鳥取市『防犯機器購入補助』について
⑥鳥取市の河川維持管理について
⑦「花だん・プランターコンクーノレ」の実施について
⑧「因幡・但麒麟のまち太陽光発電設備等共同購入事業」
⑨鳥取市小型除雪機貸付制度について
⑩令和8年度鳥取市に対する要望事項(地区要望)について

(２)城北地区自治連等からの報告および連絡事項等
①６／１２（木）町内会長会で活動助成費を配布
②令和7年度 各種団体等への負担金納付書の配布
③令和7年度鳥取市に対する要望事項について（回答・進捗状況報告）
＊松並町2丁目北：秋里用水路の水路壁補強工事（令和6年4月）

④民生・児童委員の推薦について 提出期限：8月１日

城北公民館の
ホームページ
（城北地区自
治連合会）に
“たより”を掲
載しています。

今なら
申請可能！


